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    船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２７年２月３日 ０７時２５分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港本港区 

鹿児島港本港北防波堤灯台から真方位２４９°４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３１°３５.８′ 東経１３０°３３.８′） 

事故の概要 旅客フェリー第十五櫻島
さくらじま

丸は、着岸中、機関室で火災が発生し

た。 

第十五櫻島丸は、１号発電機等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー 第十五櫻島丸、１,１３４トン 

 １３３５７８、鹿児島県鹿児島市 

 ５６.１０ｍ×１３.５０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２,０５９kＷ（合計）、平成６年１０月２５

日 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ４４歳 

 四級海技士（機関）（履歴限定、機関限定） 

  免 許 年 月 日 平成１６年８月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２６年６月３日 

  免状有効期間満了日 平成３１年８月１５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 １号発電機、機関室天井及び電線等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 １.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、平成２７年２月３日

０７時２５分ごろ、鹿児島港本港区の桜島フェリーふ頭に着岸し、旅

客の乗船及び車両の積込み作業中、車両甲板左舷側の機関室出入口階

段付近から黒煙が噴出し、船内電源が喪失した。 

 機関長は、車両甲板で積込み作業を行っていたところ、機関室出入
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口階段付近からの黒煙と船内電源の喪失に気付き、船長に火災の発生

を報告するとともに機関員に車両甲板に設けられた陸上電源箱に陸上

電源コードを接続して船内電源を復旧するよう指示した。 

 船長は、甲板部員に旅客の避難及び車両の下船の誘導を指示した。 

機関長は、０７時３５分ごろ機関室出入口階段から同室に入り、同

階段後方に位置する１号発電機原動機（以下「１号発電機」とい

う。）付近に火炎を認め、主機を停止して９ℓ入り泡消火器を用いた消

火作業を通勤のため乗船していた僚船の乗組員１人と共に開始した。 

 運航管理者は、船長から火災発生の連絡を受け、消防署へ救援を要

請した。 

 本船は、消火作業が行われて約１０分後に鎮火した。 

 機関室内の黒煙は、０７時５７分ごろ消防署員による排出作業で除

去された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、前後対称な全通二層甲板型であり、前後部にそれぞれ船橋

が対称に置かれ、船体中央付近に設けた機関室の上方に車両甲板が配

置されていた。 

本船は、本事故当時、１号発電機が運転されて船内に電力が供給さ

れていた。 

１号発電機の排気タービン過給機付近には、約５０cm の距離に‘潤

滑油の遠心こし器’（以下「本件こし器」という｡）が設置されてい

た。 

１号発電機は、油受の潤滑油が直結潤滑油ポンプによって吸入加圧

され、約０.５MＰa の圧力で本件こし器、潤滑油こし器及び潤滑油冷

却器を経て潤滑油主管に送られ、クランク軸、ピストン等を潤滑及び

冷却して油受に戻って循環するようになっていた｡ 

１号発電機は、本事故当時、油受に潤滑油が約７０ℓ入っていた｡ 

本件こし器は、本体とカバーとで油密を保つ構造であり、内部に設

けられたロータが本体中心のスピンドルを支点にし、循環する潤滑油

の圧力で回転して潤滑油中のスラッジを遠心分離する仕組みになって

いた。 

本件こし器は、本事故後、本体とカバーとに隙間を生じて外部に漏

出した潤滑油の一部が本件こし器付近に炭化した状態で付着してお

り、また、スピンドルが上部で折損していることが確認された。 

１号発電機は、本事故後、油受の潤滑油の量が検油棒で確認できな

いところまで低下していた。 

機関室は、本事故当時、無人の状態であった。 

発電機製造業者によれば、次のとおりであった。 

・遠心こし器は、潤滑油の圧力が約０.５MＰa であれば回転数毎分

約６,０００～７,０００でロータが回転する。 
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潤滑油供給会社担当者によれば、次のとおりであった。 

・潤滑油の引火点は、約２６６℃である。 

・潤滑油は、引火点以上に加熱された金属表面にミスト状で吹き付

けられると火種がなくても自然発火し、燃焼する。 

機関長によれば、排気タービン過給機等の高温部に断熱材が巻かれ

ておらず、一部露出している箇所があった。 

同型の２号発電機の排気タービン過給機は、現場調査時、本事故当

時と同じ負荷で表面温度の計測を行ったところ、断熱材が巻かれてい

ない箇所において、約３７７℃に達することが判明した。 

（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 同型の２号発電機の排気タービン過給機の表面で断熱材が巻

かれていない箇所の温度状況 

（写真２ 焼損した本件こし器付近の状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、鹿児島港に着岸中、機関室内において、潤滑油が、本件こ

し器の本体とカバーとに生じた隙間からミスト状になって連続して噴

出し、１号発電機の排気タービン過給機の断熱材が巻かれていない表

面に降り掛かって発火したことから、付近の可燃物等に延焼したもの

と考えられる。 

本件こし器は、使用中、スピンドルが折損して本体とカバーとに隙

間を生じたものと考えられるが、スピンドルが折損するに至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、鹿児島港に着岸中、機関室内において、潤滑油

が、本件こし器の本体とカバーとに生じた隙間からミスト状になって

連続して噴出し、１号発電機の排気タービン過給機の断熱材が巻かれ

ていない表面に降り掛かって発火したため、付近の可燃物等に延焼し

排気タービン過給機 

温度計測箇所 
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たことにより発生したものと考えられる。 

参考 鹿児島市船舶局では、安全管理規程に基づき、本事故の発生を受け

て事故調査委員会を開催し、再発防止のため、次の措置を講じるよう

文書を所有船舶宛て発出し、通常航海業務、機関部航海業務、火災対

応の手順書を改正し、当直業務、機関室火災の対処、緊急連絡におけ

る詳細な手順を定めたほか、本件こし器の整備を実施した。 

・船長及び機関長は、操舵室及び機関室を無人の状態にしないこ

と｡ 

・機関長及び機関員は、毎航海機関室内を巡視し、各機器の点検を

実施してから、監視室に入室すること｡ 

・発電機の潤滑油の遠心こし器のスピンドルは、同型の遠心こし器

を搭載している他の所有船舶においても交換した。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・排気タービン過給機は、高温部が露出しないよう断熱材を巻いて

おくこと。 

・排気タービン過給機及び排気管等の高温部付近には、自動拡散型

消火器の設置が望ましい。 

・潤滑油の遠心こし器は、カバーが二重構造で外方に潤滑油が飛散

しないものを設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

事故発生場所 
（平成２７年２月３日 ０７時２５分ごろ発生） 

鹿児島県 
 鹿児島市 

桜島フェリ

ーふ頭 

鹿児島港 

 本港区 
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写真２ 焼損した本件こし器付近の状況 

 

 

本件こし器 


